
【スライド1】
前発表の最後にご指摘いただいたこ

とから、このタイトルをどうしようか
なと、ちょっと迷うところではあるの
ですが、続けさせていただきます。

【スライド2】
まず背景に関しては、最初の部分は

先ほどのものと同じです。
国内外で、ポテンシャリーではありま

すけれども、このような慎重に投与す
べき薬剤リストが発表されております。

先ほどの研究は、その後の予定外入
院のイベント発生リスクに関する報告でありましたけれども、今回はどれぐらいの人がそ
のような処方を受けているかということを、まず国内と、もう一つ台湾で比較してみよう
というのが背景です。

【スライド3】
まず、日本と台湾の医療保険とデータベースに関して背景を説明させていただきます。
保険制度は両国とも国民皆保険制度です。
台湾に関して言うと、かなりそういった医療データベースを用いた研究は実は盛んです。
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個人のひも付けがデータベース間であって、固有の医療IDなのか、国民IDなのか存じ上
げないのですが、どの医療機関を受診しても、それが追跡可能だということが背景にある
とされています。

一方、日本もそのようなデータベースはレセプトデータなどあるのですが、例えば健康
保険番号などは、名前や仕事の変更で変わりますし、医療機関同士のひも付けも固有IDが
無いためにできない状態です。

今言った台湾のデータベースに関しては、『National Health Insurance Research Database
（NHIRD）』と呼ばれておりまして、1995年から収集されております。

これを用いた疫学研究も、数多くの医学雑誌に掲載されております。
日本に関しては、このような悉皆性の高いデータベースとして、『レセプト情報・特定健

診等情報データベース（National Database of Japan：NDB）』が2008年から収集されていて、
ここ数年、研究者レベルではありますけれども、実際に使用することが可能となっており
ます。日本のこのNDBに関しては、一般的に95％以上の国民のデータが格納されている
と考えられております。

【スライド4】
目的と意義です。
台湾と日本の高齢者での薬剤処方の実態を『高齢者の安全な薬物療法ガイドライン』を

基に調査する。
まず、一つ目の意義としては、国際比較を行うということ。そして、わが国の実態自体

が分かっておりませんので、それを明らかにすることも、もう一つの目的としております。

【スライド5】
方法です。
今回は解析というよりは記述疫学を中心に行っております。
使用データベースは、日本では先ほど言いましたNDB、台湾においてはNHIRDを用い

ております。
対象期間は2010年4月からの1年間。
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適格基準は、日本においては75歳以上、台湾では65歳以上となっております。
倫理委員会の承認は得ております。
一つ、年齢の違いについて後で聞かれるかもしれないので、先にお話しさせていただき

ますと、日本に関して言うと、75歳以上の方は、そこでまずいったん保険が切り替わりま
す。後期高齢者制度に変わり、そのときに保険者の番号が変わります。厚生労働書から届
いたデータでは、そういうIDが暗号化されて送られてくるのですが、その暗号が、保険者
番号が切り替わると全く別のIDに切り替わってしまって、追跡が不可能になります。とい
う事情もありまして、一応ここでは75歳以上とさせていただきました。

【スライド6】
潜 在 的 な 不 適 切 処 方 の 定 義 は、

STOPP-J掲載薬処方とさせていただ
きました。

これに該当する薬剤で処方日数が
1ヵ月以上あった人としております。

台湾で65歳以上にした理由ですけ
れども、欧米のガイドラインは主に
65歳以上を対象としているから、台
湾のほうは65歳といたしました。

評価項目は、両国での高齢者での
STOPP-J掲載薬の処方割合。

調査項目はこのような形としてお
ります。日本側のデータベースの関係で、5歳刻みとなっております。

統計解析は記述疫学を中心に行っております。

【スライド7】
結果です。
両 国 と も 患 者 さ ん の 約 60 ％ に

STOPP-J掲載薬が処方されておりま
した。台湾と比較いたしますと、台
湾のほうが割合が高かったという結
果になっております。

75歳のものしか載せておりませんが、
同じ年齢層で比較しても、台湾のほう
が5～10％ぐらいSTOPP-J掲載薬の処
方割合が高い結果となっております。

【スライド8】
その内訳です。
やはり台湾とはちょっと差がありまして、αブロッカーに関して言いますと、台湾のほ
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うが7％ぐらい高いというのが一つ
と、糖尿病の薬であるスルホニルウ
レア、ビグアナイド等も、10％ぐら
いでしょうか、高い傾向にあります。

【スライド9】
考察に移ります。
台湾の医療提供システムでは、日

本より高齢者が受診・処方を受けや
すい可能性があることが、今言った
差の背景の一つに考えられます。

日本も国際的には比較的、医療費、
薬剤費は安価と言われていますけれ
ども、台湾のほうがより安価という
ような話でした。

もう一つは、なぜ、それ以外にもこ
ういった差がついたかという理由で
すけれども、まず今回は、その処方
の主な目的が分からない薬剤もござ
います。例えばαブロッカーに関し
て言いますと、前立腺肥大にも使わ
れますし、降圧目的にも使われます。
どちらの理由で処方され、それが差
を生じたのかということに関しては、
さらなる検討が必要と思われます。

あともう一つ。糖尿病薬について
は、糖尿病の治療方針…何をファース
トラインとするかに関して国際的な違
いがある可能性がありますので、そう
いう国によるプラクティスの差を反映
した可能性があるかもしれません。

【スライド10】
限界点ですけれども、併存疾患の

誤分類の可能性が一つあります。例
えば、糖尿病という病名が付いてい
たにしても、中に疑い病名で付けら
れている患者さん、検査目的で受けられている患者さんもいらっしゃいますし、そういう
ことに関しては、データベースからは残念ながら分かりません。例えば重症度なども分か
りませんし、そういった誤分類などが生じている可能性が、まず一つあります。
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それとほぼ同じなのですが、薬剤の適用に関しては記載がございませんので、これはう
かがい知ることができません。

あともう一つは、インスリンの量が分からなかったということと、実際に飲まれている
かどうかというアドヒアランスに関する考慮はございません。また、先ほど申しましたよ
うに、日本の場合には、必ずしも全医療機関をまたぐような固有のIDはございません。ナ
ショナルデータベースは、先ほど申しましたように、95％と非常に悉皆性が高いデータで
はあるのですけれども、例えば、医療機関によっては患者さんの名前が略字体になってい
て、それによってIDが変わってしまうということがあり、ひも付けができなくなるといっ
た事情もございます。ですので、同じ人が2度、3度カウントされている場合もあります。

【スライド11】
まとめと結論です。
台 湾 と 日 本 の 両 国 で 75 歳 以 上

の高齢者では、半数以上の患者が
STOPP-Jリストに掲載の薬剤処方が
ありました。

台湾と比較すると、台湾のほうが掲
載されている薬の処方割合が高い傾
向があるということと、その背景と
して、糖尿病診療プラクティスの違
い、医療費の差、もう一つは、医療
環境で、医療機関へのアクセス、情
報へのアクセスということが反映し
ている可能性があると考えられます。

質疑応答

会場：　最後のところに関わってくると思うのですが、台湾と日本の患者さんの受診の仕
方で、台湾の場合は確か伝統医療も使われていたと思うので、日常的には伝統医
療のほうに行って、ちょっとやばくなると病院に行く。そもそもその閾値がだい
ぶ違います。日本の場合は基本的に医療機関に行くので、そのデータがたまって
いく。そうするとやはり軽症の人がたくさん行っている可能性が高い。となると、
先ほどの割合ぐらいは簡単に出てしまうのかなと思ったのですが、いかがでしょ
うか。
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竹内：　確かに伝統医学が普及している国であります。ただ、それだとすると、なぜ一部
の薬剤にだけ差が生じたかという説明がちょっとつきにくいかなという点もあり
ますが、確かに、そのような伝統医学の影響というものは、2国を比べる場合に
考えなければいけない点かと思います。ありがとうございます。

会場：　最後のまとめのご発表で、半数以上が不適切処方をされているということですが、
高齢者3,000万人ぐらいの1,500万人ぐらいは使っているということだったのか、
今回は処方の中の半数以上だったのでしょうか。一応、人で見たということです
か。

竹内：　人です。ただ、基本的に医療費の請求費の記録…レセプトデータですので、全く
受診されていない方はその中に含まれない。少なくとも1回の受診歴がある方で
す。例えば、腰が痛いでも何でもいいのですが、何らかの受診が1回以上あった
方と考えていただければ。

会場：　では、通院した人の中の半数以上はこういう薬を飲んでいる、と。

竹内：　そういうことになります。
今のご指摘は実は重要で、結局受診しないとこういった記録に残りませんので、
受診されていない方まで含めるとどれくらいかということに関しては、残念なが
ら分かりません。

会場：　ありがとうございます。

座長：　まとめと結論があるのですが、具体的に先生は防止策はどのようにお考えですか。
こういう不適切処方…という表現は良くないかもしれませんが。

竹内：　難しいご質問をありがとうございます。ただ、こういう不適切処方とか、あるい
はポリファーマシーという用語も、多分ここ数年ぐらいになって出てきた話かと
思いますし、まだ一般に、例えば医師全般に普及していないところもありますの
で、こういった情報を少しずつ出しつつ、考え方の普及に努めるというのが、ま
ず一つではないかなと、個人的には考えております。
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